
利府町ブロック塀除却等事業
申請手続きの流れ

①事前相談 ※補助金の申請前に、まずは事前相談にお申込みください。

申請者 利府町凡例

事前相談の
申込み

現地調査の
日程調整

現地調査の
結果通知

現地調査

（要立会い）

②補助金交付申請～工事着工まで

※現地調査は、補助の対象となるブロック塀の有無や補助対象範囲等の確認を行います。

補助金
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受付
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補助金交付
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施工業者と
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※補助金交付決定通知を受領した後に施工業者と契約をしてください。

③工事着工後に工事内容に変更が生じた場合

見積書再取得 変更申請
補助金交付
変更決定通知

受付
書類審査

④工事完了～補助金の受領

※工事内容の変更、または事業を中止する場合は変更（中止）申請が必要となります。
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ご指定口座へ
補助金振込

補助金額
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※２月末までに工事の完了及び完了報告書の提出お願いします。

【お申込み・お問い合わせ】
利府町都市開発部都市整備課 営繕係（役場１階 ５番窓口） 電話：022-767-2342

施工業者が、所有者（申請者）に代わり、町から補助金を受け取る制度です。
補助金交付申請の際に申出お願いします。

●代理受領制度


